
○三原市水源保全条例

令和６年６月２７日

条例第２４号

（目的）

第１条 この条例は、市の区域における公共用水域及び地下水に係る水

質の汚濁を防止し、水質を保全することによって、市民の生命及び健

康を守り、良好な水源を将来の世代に引き継ぐこと、また、特定の施

設の設置等について、特定の事業者及び関係住民との間における紛争

の予防及び調整を図り、周辺の環境に配慮した安全な施設の設置及び

適切な管理運営により、市民の良好な生活環境の保全に資することを

目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。

(1) 特定施設 水質の汚濁の原因となる物質に汚染された水を排出

するおそれがある事業の用に供する施設で次に掲げるものをいう。

ア 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第２条第８項に

規定する有害物質使用特定施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第

３００号）第７条第１４号に規定する産業廃棄物の最終処分場

ウ その他市長が水質の汚濁のおそれがある施設として指定する施

設

(2) 排水目標 良好な水質を保持するため、市が設定する排出水及び

地下浸透水の汚染状態の目標値で、人の健康に係る被害が生ずるお

それがある物質による汚染状態にあっては排出水及び地下浸透水に

含まれる当該物質の種類、それ以外の排出水及び地下浸透水の汚染

状態にあってはその汚染状態を示す項目ごとに規則で定めるものを

いう。

(3) 排出水 特定施設から次条に規定する適用地域の公共用水域に

排出される水をいう。



(4) 地下浸透水 特定施設から地下に浸透する水をいう。

(5) 特定事業者 特定施設の設置、管理運営等を行おうとする又は

行う者をいう。

(6) 関係地域 特定施設の設置及び変更（以下「設置等」という。）

に伴い、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある地域として、

第９条第１項の規定により市長が定める地域をいう。

(7) 関係住民 関係地域内に居住する者その他利害関係を有する者

をいう。

(8) 関係法令 水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和

４８年法律第１１０号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号）その他水質に関する法令をいう。

（適用地域）

第３条 この条例の適用地域は、市の区域とする。

（市の責務）

第４条 市は、水源の保全に関する必要な施策を実施するものとする。

２ 市は、特定施設の設置等が適正かつ円滑に行われるよう、特定事業

者に対して関係地域の生活環境の保全に十分配慮するよう指導又は助

言を行い、関係住民に対して特定施設の設置等の内容の周知に努める

とともに、特定事業者及び関係住民との間における紛争の予防及び調

整に努めなければならない。

（特定事業者の責務）

第５条 特定事業者は、特定施設においてその事業活動を行うに当たっ

ては、これに伴って生ずる水質の汚濁を防止するために必要な措置を

講ずるとともに、市が実施する水源の保全に関する施策に協力しなけ

ればならない。

２ 特定事業者は、特定施設の設置等に際し、関係地域の生活環境の保

全に十分配慮するとともに、関係住民に対し、正確かつ誠実に当該特

定施設の設置等に関する情報を提供することにより、紛争を未然に防

止するよう努めなければならない。

３ 特定事業者は、関係住民の立場を尊重し、紛争が生じたときはその

解決に努めるとともに、紛争の予防及び調整に関して市が行う施策に



協力するよう努めなければならない。

（関係住民の責務）

第６条 関係住民は、特定事業者の立場を尊重し、紛争が生じたときは

その解決に努めるとともに、紛争の予防及び調整に関して市が行う施

策に協力するよう努めなければならない。

（排水目標の遵守）

第７条 特定事業者は、特定施設からの排出水及び地下浸透水について

排水目標を遵守しなければならない。

（事業計画書の提出）

第８条 特定事業者は、特定施設を設置等しようとするときは、当該特

定施設の設置等に関する計画（以下「事業計画」という。）を記載し

た書類（以下「事業計画書」という。）を規則で定める日までに市長

に提出しなければならない。

（関係地域の設定）

第９条 市長は、前条の事業計画書の提出があったときは、生活環境の

保全上の支障が生ずるおそれがある地域を関係地域として定めるもの

とする。

２ 市長は、前項の規定により関係地域を定めたときは、速やかにその

旨を特定事業者に通知するものとする。

（事業計画書の閲覧）

第１０条 市長は、前条第２項の規定による通知をしたときは、遅滞な

く、当該通知の内容、事業計画書の提出があった旨、閲覧の場所その

他規則で定める事項を告示し、当該事業計画書を告示の日から３０日

間、閲覧に供しなければならない。

（事業計画説明会の開催等）

第１１条 特定事業者は、第９条第２項の規定による通知を受けたとき

は、速やかに、関係住民を対象とした事業計画についての説明会（以

下「事業計画説明会」という。）を開催しなければならない。

２ 特定事業者は、事業計画説明会を開催することを決定したときは、

速やかに、その旨を市長に通知しなければならない。

３ 特定事業者は、第１項の事業計画説明会を開催するに当たっては、



事前に開催の趣旨、開催日時、開催場所等を記載した文書を回覧する

等関係住民に周知を図るとともに、地区ごと、複数回の開催等必要な

措置を講じなければならない。

４ 特定事業者は、事業計画説明会を開催できない正当な理由があると

きは、第１項の規定にかかわらず、事業計画説明会に代わる方法によ

って、関係住民に事業計画の内容を説明することができる。

５ 市長は、関係職員を事業計画説明会に立ち会わせることができる。

（事業計画説明会等実施状況の報告）

第１２条 特定事業者は、前条第１項から第４項までの規定により、関

係住民に対し事業計画について周知を行ったときは、速やかに、その

実施状況について市長に報告しなければならない。

（意見書の提出）

第１３条 関係住民は、第８条の事業計画について、生活環境の保全の

見地からの意見を記載した書面（以下「意見書」という。）を特定事

業者に提出することができる。

２ 前項の意見書の提出期限は、第１１条の規定による事業計画説明会

（事業計画説明会が複数回開催された場合にあっては、それぞれの事

業計画説明会）が開催された日から起算して１４日を経過する日とす

る。

３ 特定事業者は、第１項の意見書の提出があったときは、速やかに、

その写しを市長に送付するものとする。

（意見に対する見解の周知等）

第１４条 特定事業者は、前条第１項の意見書の提出があったときは、

説明会の開催その他の方法により、関係住民に対し、当該意見書に対

する見解について周知を図らなければならない。

２ 特定事業者は、前項の規定により、関係住民に対し当該見解の周知

を行ったときは、速やかに、その実施状況について市長に報告しなけ

ればならない。

（事業計画書の変更の届出）

第１５条 特定事業者は、事業計画書の内容を変更して特定施設の設置

等を行おうとするときは、規則で定める日までにその旨を市長に届け



出なければならない。

２ 第９条から前条までの規定は、前項に規定する事業計画書の変更に

ついて準用する。ただし、当該変更が軽微な変更である場合は、この

限りでない。

（事業計画の廃止の届出等）

第１６条 特定事業者は、事業計画を廃止しようとするときは、遅滞な

く、その旨を市長に届け出なければならない。

２ 市長は、前項に規定する届出があったときは、遅滞なく、事業計画

の廃止の旨を告示しなければならない。

（生活環境保全協定の締結）

第１７条 市長は、事業計画書の内容を確認した上で、生活環境保全協

定を締結する必要があると認めるときは、特定事業者と関係住民との

間において、特定施設の設置等に関し、生活環境の保全上必要な事項

を内容とする協定（以下「生活環境保全協定」という。）を締結する

よう特定事業者及び関係住民に求めることができる。

２ 特定事業者及び関係住民は、前項の規定による生活環境保全協定の

締結の求めがあったときは、生活環境保全協定を締結するよう努めな

ければならない。

３ 市長は、紛争の予防に寄与すると判断したときは、生活環境保全協

定に参加することができる。

４ 市長は、生活環境保全協定の締結に際し、その内容について助言等

必要な取組を行うことができる。

５ 特定事業者は、生活環境保全協定を締結したときは、遅滞なく、当

該生活環境保全協定に係る書面の写しを市長に提出しなければならな

い。

（地位の承継）

第１８条 合併、営業の譲渡、相続その他の事由により特定事業者の地

位を承継しようとする者は、当該特定施設に係るこの条例に規定する

全ての地位についても承継しなければならない。

２ 特定事業者の地位を承継しようとする者は、その旨を市長に届け出

なければならない。



３ 市長は、前項に規定する届出があったときは、遅滞なく、特定事業

者の地位の承継について告示しなければならない。

（手続の省略）

第１９条 市長は、事業計画書の内容等から適当と認める場合は、第９

条から第１４条までに規定する手続の全部又は一部を省略することが

できる。

（合意形成のための調整）

第２０条 市長は、特定事業者及び関係住民相互の努力にもかかわらず、

合意形成に至らないときは、生活環境の保全上の助言を行い、特定事

業者及び関係住民の合意が得られるよう努めるものとする。

（特定事業者への勧告等）

第２１条 市長は、関係地域の生活環境の保全に関し、次の各号のいず

れかに該当するときは、特定事業者に対して必要な指導又は助言を行

うことができる。

(1) 事業計画書の提出をせず、又は虚偽の事業計画書の提出をしたと

き。

(2) 正当な理由がなく事業計画説明会の開催をしないとき。

(3) 正当な理由がなく意見に対する見解の周知を行わないとき。

(4) 第７条の排水目標を超える排水をしているとき。

(5) 正当な理由がなく生活環境保全協定の内容を履行しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例に規定する手続の全部若し

くは一部を正当な理由がなく行わず、又は不正若しくは不誠実な方

法によりこれを行ったとき。

２ 市長は、特定事業者が前項の規定により行った指導に従わないとき

は、当該特定事業者に対し、相当の期間を定めて、必要な措置を講ず

べきことの勧告をするものとする。

（公表）

第２２条 市長は、前条第２項の規定による勧告を受けた者が、正当な

理由なく、当該勧告に従わないときは、あらかじめその者に意見を述

べる機会を与えた上で、その旨を公表することができる。

（立入検査等）



第２３条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、排出水及び

地下浸透水の汚染状態その他の必要な事項について報告を求め、指定

する職員に特定施設若しくは当該特定施設の敷地に立ち入り、施設、

施設の設計図書、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者

に質問させることができる。

２ 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、市長が指定したこと

を証するものを携帯し、関係者に提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査は、犯罪捜査のために認められたもの

と解してはならない。

（水質検査）

第２４条 市長は、水質の汚濁又は汚濁のおそれがあると認められると

きは、特定施設周辺の公共用水域等において、必要に応じて水質検査

を実施するものとする。

（三原市水源保全委員会）

第２５条 市長は、水源の保全に関する重要事項について意見を聴くた

め、三原市水源保全委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２ 委員会は、委員４人以内で組織し、委員は法律又は水質等に係る専

門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に補欠が

生じたときの委員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 前３項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定

める。

（適用除外）

第２６条 この条例の施行の際現に特定施設において事業活動を行って

いる又は関係法令に基づく申請書等が提出され、審査中の特定施設に

係る特定事業者については、当該特定事業者（合併、営業の譲渡、相

続その他の事由により特定事業者の地位を承継した者を含む。）が引

き続いて当該特定施設において事業活動を行っている間は、規則で定

める当該特定施設の構造又は設備等の大規模な変更を行う場合を除き、

第８条から第１４条まで及び第１７条の規定は、適用しない。

（関係機関への要請）



第２７条 市長は、国、県知事及び隣接する地方公共団体の長に対し、

水源の保全に関し必要な施策を講ずるよう要請することができる。

（委任）

第２８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。

（三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年三

原市条例第４５号）の一部を次のように改正する。

別表第１附属機関の委員の部環境審議会委員の項の次に次のように

加える。

水源保全委員会委員 日額 15,000


